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参考資料１ 

行政通報の一元的窓口に関する参考意見・法令等 

 

平成 30 年５月 30 日 

消 費 者 庁 

 
 
１．公益通報者保護制度相談ダイヤルに寄せられた相談の例（匿名性確保のため内容は抽象

化している） 

 行政機関に対して不正行為を通報し、適切な対応を求めたが、「うちではできない」

と別の部署を案内され、その後もたらい回しで、結局何もしない。 
 通報する前に、通報窓口に電話で相談したうえで、担当者から「それなら書面で送

ってください」と言われたので、封書を送った。その後、何も連絡がない。 
 勤務先の不正行為を行政機関に対して通報したが、職権で調査すればよいのに手間

を省こうとして、自分に証拠等資料の提出を求めてくるのみであり、必要な調査を

行おうとしない。 
 1 年ほど前に、勤務先の違法行為を行政機関の公益通報窓口に匿名で通報したが、

全く動かないまま改善されず放置されている。 
 勤務先の不正行為を行政機関に通報する際、自分から相談があったということは伝

えず匿名にしてほしいと伝え、行政機関からは、一般の調査や他の調査と装い、調

査しますと言われていた。しかし、実際に調査が行われたときには、通報があった

と言って調査に入られてしまった。 
 勤務先のことで行政に通報し匿名にしてほしいと依頼したのであるが、行政は、勤

務先に事情を聞いた際に、通報したのは自分ではないかと勤務先担当者から問い詰

められて、自分のことを話したらしい。そのうち、降格や減給などがされるのでは

ないかと不安である。 

 
 
２．通報経験者等へのヒアリングにおける指摘事項 

 現状では、通報する際に、どの行政機関に相談すればよいのか悩むことから始まり、

行政機関をたらい回しにされることや、調査進捗状況が分からないまま放置される

こともある。 

 自分の目撃や経験した違反事実を行政機関に報告したわけだが、結局、当該行政機

関は自分たちはそこを扱う所ではありませんと言って何もしないまま、かつ、それ

を放置しただけで、例えば、県に対して調査を促し、結果を報告させるとかしなか

った。きちんと受けた方の行政や組織が対応していただかないと困る。 

 所管の行政機関に通報をしたところ、その後、対応を検討中であるとの連絡が担当

者よりあったが、しばらくして当該担当者が異動になった後に、後任の担当者に連

絡をしたところ全く情報が引き継がれておらず何の対応もされなかった。 
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 ある行政機関が所管する問題について当該行政機関に通報したところ、窓口の担当

者に十分な知識がなく、別の行政機関の問題であるとして誤った連絡先を教えられ

た。 

 
 
３．参考法令 

（１）行政機関から他の行政機関に対する報告徴求を規定する法律の例 

○公文書等の管理に関する法律（平成二十一年法律第六十六号） 

（管理状況の報告等） 

第九条 行政機関の長は、行政文書ファイル管理簿の記載状況その他の行政文書の管

理の状況について、毎年度、内閣総理大臣に報告しなければならない。 

２ 内閣総理大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表しなければな

らない。 

３ 内閣総理大臣は、第一項に定めるもののほか、行政文書の適正な管理を確保するた

めに必要があると認める場合には、行政機関の長に対し、行政文書の管理について、

その状況に関する報告若しくは資料の提出を求め、又は当該職員に実地調査をさせ

ることができる。 

 

○国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号） 

（研修計画） 

第七十条の六 人事院、内閣総理大臣及び関係庁の長は、前条第一項に規定する根本基

準を達成するため、職員の研修（人事院にあつては第一号に掲げる観点から行う研修

とし、内閣総理大臣にあつては第二号に掲げる観点から行う研修とし、関係庁の長に

あつては第三号に掲げる観点から行う研修とする。）について計画を樹立し、その実

施に努めなければならない。 

一～三 （略） 

 

（研修に関する報告要求等） 

第七十条の七 人事院は、内閣総理大臣又は関係庁の長に対し、人事院規則の定めると

ころにより、前条第一項の計画に基づく研修の実施状況について報告を求めること

ができる。 

 

○消費者安全法（平成二十一年法律第五十号） 

（資料の提供要求等） 

第十四条 内閣総理大臣は、前条第一項の規定による情報の集約及び分析並びにその

結果の取りまとめを行うため必要があると認めるときは、関係行政機関の長、関係地

方公共団体の長、国民生活センターの長その他の関係者（第三十五条及び第三十八条

第二項において「関係行政機関の長等」という。）に対し、資料の提供、意見の表明、
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消費者事故等の原因の究明のために必要な調査、分析又は検査の実施その他必要な

協力を求めることができる。 

２ 内閣総理大臣は、消費者事故等の発生又は消費者事故等による被害の拡大の防止

を図るため必要があると認めるときは、関係都道府県知事又は関係市町村長に対し、

消費者事故等に関して必要な報告を求めることができる。 

 

○行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二十

五年法律第二十七号） 

（報告及び立入検査） 

第三十五条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取り

扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若しくは

資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他の関係

者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し質問させ、

若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

 

（措置の要求） 

第三十七条 委員会は、個人番号その他の特定個人情報の取扱いに利用される情報提

供ネットワークシステムその他の情報システムの構築及び維持管理に関し、費用の

節減その他の合理化及び効率化を図った上でその機能の安全性及び信頼性を確保

するよう、総務大臣その他の関係行政機関の長に対し、必要な措置を実施するよう

求めることができる。 

２ 委員会は、前項の規定により同項の措置の実施を求めたときは、同項の関係行政

機関の長に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。 

 

（指導及び助言） 

第三十三条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、個人番号利用事務等

実施者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な指導及び助言をすることがで

きる。この場合において、行政機関、地方公共団体、独立行政法人等又は地方独立

行政法人における特定個人情報の適正な取扱いを確保するために必要があると認

めるときは、当該特定個人情報と共に管理されている特定個人情報以外の個人情報

の取扱いに関し、併せて指導及び助言をすることができる。 

 

○行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律（平成十五年法律第五十八号） 

（施行の状況の公表） 

第四十九条 総務大臣は、行政機関の長に対し、この法律の施行の状況について報告

を求めることができる。  

２ 総務大臣は、毎年度、前項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。 
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○統計法（平成十九年法律第五十三号） 

（施行の状況の公表等） 

第五十五条 総務大臣は、行政機関の長、地方公共団体の長その他の執行機関又は届

出独立行政法人等に対し、この法律の施行の状況について報告を求めることができ

る。 

 

 

（２）行政機関から他の行政機関に対する勧告等を規定する法律の例 

○国家公務員法（昭和二十二年法律第百二十号） 

（人事行政改善の勧告） 

第二十二条 人事院は、人事行政の改善に関し、関係大臣その他の機関の長に勧告す

ることができる。 

   ２ （略） 

 

 ○総務省設置法（平成十一年法律第九十一号） 

（所掌事務） 

第四条 総務省は、前条第一項の任務を達成するため、次に掲げる事務をつかさどる。 

一～三 （略） 

四 行政機関の運営に関する企画及び立案並びに調整に関すること。 

五～十一 （略） 

十二 各行政機関の業務の実施状況の評価（当該行政機関の政策についての評価を 

除く。）及び監視を行うこと。 

十三～九十六 （略） 

２ （略） 

   

  （勧告及び調査等） 

第六条 総務大臣は、総務省の所掌事務のうち、第四条第一項第四号及び第十二号に 

掲げる事務について必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し勧告をす

ることができる。 

２ 総務大臣は、第四条第一項第十二号の規定による評価又は監視（以下この条にお

いて「評価又は監視」という。）を行うため必要な範囲において、各行政機関の長に

対し資料の提出及び説明を求め、又は各行政機関の業務について実地に調査するこ

とができる。 

３～８ （略） 

 

○行政機関が行う政策の評価に関する法律（平成十三年法律第八十六号） 

（総務省が行う政策の評価） 

第十二条 総務省は、二以上の行政機関に共通するそれぞれの政策であってその政府
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全体としての統一性を確保する見地から評価する必要があると認めるもの、又は二

以上の行政機関の所掌に関係する政策であってその総合的な推進を図る見地から

評価する必要があると認めるものについて、統一性又は総合性を確保するための評

価を行うものとする。 

２ 総務省は、行政機関の政策評価の実施状況を踏まえ、当該行政機関により改めて

政策評価が行われる必要がある場合若しくは社会経済情勢の変化等に的確に対応

するために当該行政機関により政策評価が行われる必要がある場合において当該

行政機関によりその実施が確保されないと認めるとき、又は行政機関から要請があ

った場合において当該行政機関と共同して評価を行う必要があると認めるときは、

当該行政機関の政策について、政策評価の客観的かつ厳格な実施を担保するための

評価を行うものとする。 

３ （略） 

 

（勧告等） 

第十七条 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価の結果必要があ

ると認めるときは、関係する行政機関の長に対し、当該評価の結果を政策に反映さ

せるために必要な措置をとるべきことを勧告するとともに、当該勧告の内容を公表

しなければならない。 

２ 総務大臣は、前項の規定による勧告をしたときは、当該行政機関の長に対し、そ

の勧告に基づいてとった措置について報告を求めることができる。 

３ 総務大臣は、第十二条第一項又は第二項の規定による評価の結果を政策に反映さ

せるため特に必要があると認めるときは、内閣総理大臣に対し、当該評価の結果の

政策への反映について内閣法（昭和二十二年法律第五号）第六条の規定による措置

がとられるよう意見を具申するものとする。 

 

○公文書等の管理に関する法律（平成二十一年法律第六十六号） 

（委員会の設置） 

第二十八条 内閣府に、公文書管理委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２～４ （略） 

 

（委員会への諮問） 

第二十九条 内閣総理大臣は、次に掲げる場合には、委員会に諮問しなければならな

い。 

一及び二 （略） 

三 第三十一条の規定による勧告をしようとするとき。 

 

（内閣総理大臣の勧告） 

第三十一条 内閣総理大臣は、この法律を実施するため特に必要があると認める場合
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には、行政機関の長に対し、公文書等の管理について改善すべき旨の勧告をし、当

該勧告の結果とられた措置について報告を求めることができる。 

 

○統計法（平成十九年法律第五十三号） 

（措置要求） 

第十二条 総務大臣は、第九条第一項の承認に基づいて行われている基幹統計調査

が第十条各号に掲げる要件のいずれかに適合しなくなったと認めるときは、当該

行政機関の長に対し、当該基幹統計調査の変更又は中止を求めることができる。 

２ 総務大臣は、前項の規定による変更又は中止の求めをしようとするときは、あ

らかじめ、統計委員会の意見を聴かなければならない。 

 

○消費者安全法（平成二十一年法律第五十号） 

（他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求） 

第三十九条 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一

項若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に

関する情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために

実施し得る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡

大の防止を図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認める

ときは、当該措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やか

な実施を求めることができる。 

２ 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、

同項の大臣に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。 

   

 

（３）消費者安全法（平成二十一年法律第五十号） 

  （定義） 
第二条 １～４ （略） 
５ この法律において「消費者事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。 
一 事業者がその事業として供給する商品若しくは製品、事業者がその事業のため

に提供し若しくは利用に供する物品、施設若しくは工作物又は事業者がその事業

として若しくはその事業のために提供する役務の消費者による使用等に伴い生じ

た事故であって、消費者の生命又は身体について政令で定める程度の被害が発生

したもの（その事故に係る商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより生じた

ものでないことが明らかであるものを除く。） 
二 消費安全性を欠く商品等又は役務の消費者による使用等が行われた事態であっ

て、前号に掲げる事故が発生するおそれがあるものとして政令で定める要件に該

当するもの 
三 前二号に掲げるもののほか、虚偽の又は誇大な広告その他の消費者の利益を不

当に害し、又は消費者の自主的かつ合理的な選択を阻害するおそれがある行為で

あって政令で定めるものが事業者により行われた事態 



 

7 
 

６ この法律において「生命身体事故等」とは、前項第一号に掲げる事故及び同項第

二号に掲げる事態をいう。 
７ この法律において「重大事故等」とは、次に掲げる事故又は事態をいう。 
一 第五項第一号に掲げる事故のうち、その被害が重大であるものとして政令で定

める要件に該当するもの 
二 第五項第二号に掲げる事態のうち、前号に掲げる事故を発生させるおそれがあ

るものとして政令で定める要件に該当するもの 
８ この法律において「多数消費者財産被害事態」とは、第五項第三号に掲げる事態

のうち、同号に定める行為に係る取引であって次の各号のいずれかに該当するもの

が事業者により行われることにより、多数の消費者の財産に被害を生じ、又は生じ

させるおそれのあるものをいう。 
一 消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な取引であって、事業者が消

費者に対して示す商品、役務、権利その他の取引の対象となるものの内容又は取

引条件が実際のものと著しく異なるもの 
二 前号に掲げる取引のほか、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不当な

取引であって、政令で定めるもの 
 
（消費者への注意喚起等） 
第三十八条 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項

若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する

情報を得た場合において、当該消費者事故等による被害の拡大又は当該消費者事故

等と同種若しくは類似の消費者事故等の発生（以下「消費者被害の発生又は拡大」

という。）の防止を図るため消費者の注意を喚起する必要があると認めるときは、当

該消費者事故等の態様、当該消費者事故等による被害の状況その他の消費者被害の

発生又は拡大の防止に資する情報を都道府県及び市町村に提供するとともに、これ

を公表するものとする。 
２ 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項若しくは

第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する情報を得

た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために相当であると認め

るときは、関係行政機関の長等に対し、消費者被害の発生又は拡大の防止に資する

情報を提供することができる。 
３ 内閣総理大臣は、第一項の規定による公表をした場合においては、独立行政法人

国民生活センター法 （平成十四年法律第百二十三号）第四十四条第一項 の規定に

よるほか、国民生活センターに対し、第一項の消費者被害の発生又は拡大の防止に

資する情報の消費者に対する提供に関し必要な措置をとることを求めることができ

る。 
４ （略） 

 
（他の法律の規定に基づく措置の実施に関する要求） 
第三十九条 内閣総理大臣は、第十二条第一項若しくは第二項又は第二十九条第一項

若しくは第二項の規定による通知を受けた場合その他消費者事故等の発生に関する

情報を得た場合において、消費者被害の発生又は拡大の防止を図るために実施し得

る他の法律の規定に基づく措置があり、かつ、消費者被害の発生又は拡大の防止を

図るため、当該措置が速やかに実施されることが必要であると認めるときは、当該
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措置の実施に関する事務を所掌する大臣に対し、当該措置の速やかな実施を求める

ことができる。 
２ 内閣総理大臣は、前項の規定により同項の措置の速やかな実施を求めたときは、

同項の大臣に対し、その措置の実施状況について報告を求めることができる。 
（事業者に対する勧告及び命令） 
第四十条 内閣総理大臣は、商品等又は役務が消費安全性を欠くことにより重大事故

等が発生した場合（当該重大事故等による被害の拡大又は当該重大事故等とその原

因を同じくする重大事故等の発生（以下「重大生命身体被害の発生又は拡大」とい

う。）の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場合を除

く。）において、重大生命身体被害の発生又は拡大の防止を図るため必要があると認

めるときは、当該商品等（当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造

方法その他の事項を共通にする商品等を含む。以下この項において同じ。）又は役務

を供給し、提供し、又は利用に供する事業者に対し、当該商品等又は役務につき、

必要な点検、修理、改造、安全な使用方法の表示、役務の提供の方法の改善その他

の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 
２ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくて

その勧告に係る措置をとらなかった場合において、重大生命身体被害の発生又は拡

大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者に対し、その勧告

に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
３ （略） 
４ 内閣総理大臣は、多数消費者財産被害事態が発生した場合（当該多数消費者財産

被害事態による被害の拡大又は当該多数消費者財産被害事態と同種若しくは類似の

多数消費者財産被害事態の発生（以下この条において「多数消費者財産被害事態に

よる被害の発生又は拡大」という。）の防止を図るために実施し得る他の法律の規定

に基づく措置がある場合を除く。）において、多数消費者財産被害事態による被害の

発生又は拡大の防止を図るため必要があると認めるときは、当該多数消費者財産被

害事態を発生させた事業者に対し、消費者の財産上の利益を侵害することとなる不

当な取引の取りやめその他の必要な措置をとるべき旨を勧告することができる。 
５ 内閣総理大臣は、前項の規定による勧告を受けた事業者が、正当な理由がなくて

その勧告に係る措置をとらなかった場合において、多数消費者財産被害事態による

被害の発生又は拡大の防止を図るため特に必要があると認めるときは、当該事業者

に対し、その勧告に係る措置をとるべきことを命ずることができる。 
６～８ （略） 

 
（譲渡等の禁止又は制限） 
第四十一条 内閣総理大臣は、商品等が消費安全性を欠くことにより重大事故等が発

生し、かつ、当該重大事故等による被害が拡大し、又は当該重大事故等とその原因

を同じくする重大事故等が発生する急迫した危険がある場合（重大生命身体被害の

発生又は拡大の防止を図るために実施し得る他の法律の規定に基づく措置がある場
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合を除く。）において、重大生命身体被害の発生又は拡大を防止するため特に必要が

あると認めるときは、必要な限度において、六月以内の期間を定めて、当該商品等

（当該商品等が消費安全性を欠く原因となった部品、製造方法その他の事項を共通

にする商品等を含む。）を事業として又は事業のために譲渡し、引き渡し、又は役務

に使用することを禁止し、又は制限することができる。 
２ （略） 

 
（回収等の命令） 
第四十二条 内閣総理大臣は、事業者が前条第一項の規定による禁止又は制限に違反

した場合においては、当該事業者に対し、禁止又は制限に違反して譲渡し、又は引

き渡した商品又は製品の回収を図ることその他当該商品等による重大生命身体被害

の発生又は拡大を防止するため必要な措置をとるべきことを命ずることができる。 

 
（報告、立入調査等） 
第四十五条 内閣総理大臣は、この法律の施行に必要な限度において、事業者に対

し、必要な報告を求め、その職員に、当該事業者の事務所、事業所その他その事業

を行う場所に立ち入り、必要な調査若しくは質問をさせ、又は調査に必要な限度に

おいて当該事業者の供給する物品を集取させることができる。ただし、物品を集取

させるときは、時価によってその対価を支払わなければならない。 
２ （略） 

 
 
生命・身体に関する事故等 財産に関する事故等 

重大事故等 消費者事故等 多数消費者 

財産被害事態 

消費者事故等 

被害の防止を

図るために実

施し得る他の

法律の規定に

基づく措置が

ある 

す

き
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事
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事

案 
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す

き
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図るために実
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ある 

す

き
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①、② 

①

③

④ 

 

①、② 

 

① 

 

①、② 
①

③ 

 

①、② 

 

① 

 ※①：関係行政機関の長等に対する情報提供（38 条２項） 

  ②：各大臣に対する措置要求（39 条） 

  ③：事業者に対する勧告・命令（40 条） 

  ④：事業者に対する譲渡等の禁止・制限（41 条）、回収等命令（42 条） 
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（４）行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律（平成二

十五年法律第二十七号） 

  （勧告及び命令） 

第三十四条  委員会は、特定個人情報の取扱いに関して法令の規定に違反する行為

が行われた場合において、特定個人情報の適正な取扱いの確保のために必要があ

ると認めるときは、当該違反行為をした者に対し、期限を定めて、当該違反行為

の中止その他違反を是正するために必要な措置をとるべき旨を勧告することがで

きる。 

２ 委員会は、前項の規定による勧告を受けた者が、正当な理由がなくてその勧告

に係る措置をとらなかったときは、その者に対し、期限を定めて、その勧告に係

る措置をとるべきことを命ずることができる。 

３ 委員会は、前二項の規定にかかわらず、特定個人情報の取扱いに関して法令の

規定に違反する行為が行われた場合において、個人の重大な権利利益を害する事

実があるため緊急に措置をとる必要があると認めるときは、当該違反行為をした

者に対し、期限を定めて、当該違反行為の中止その他違反を是正するために必要

な措置をとるべき旨を命ずることができる。 

 

（報告及び立入検査） 

第三十五条 委員会は、この法律の施行に必要な限度において、特定個人情報を取

り扱う者その他の関係者に対し、特定個人情報の取扱いに関し、必要な報告若し

くは資料の提出を求め、又はその職員に、当該特定個人情報を取り扱う者その他

の関係者の事務所その他必要な場所に立ち入らせ、特定個人情報の取扱いに関し

質問させ、若しくは帳簿書類その他の物件を検査させることができる。 

２及び３ （略） 

 

 

（５）地方自治法（昭和二十二年法律第六十七号） 

（機関等の共同設置） 

第二百五十二条の七 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、共同して、第百

三十八条第一項若しくは第二項に規定する事務局若しくはその内部組織（次項及び

第二百五十二条の十三において「議会事務局」という。）、第百三十八条の四第一項

に規定する委員会若しくは委員、同条第三項に規定する附属機関、第百五十六条第

一項に規定する行政機関、第百五十八条第一項に規定する内部組織、委員会若しく

は委員の事務局若しくはその内部組織（次項及び第二百五十二条の十三において

「委員会事務局」という。）、普通地方公共団体の議会、長、委員会若しくは委員の

事務を補助する職員又は第百七十四条第一項に規定する専門委員を置くことがで

きる。ただし、政令で定める委員会については、この限りでない。 

２及び３ （略） 
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（事務の委託） 

第二百五十二条の十四 普通地方公共団体は、協議により規約を定め、普通地方公

共団体の事務の一部を、他の普通地方公共団体に委託して、当該他の普通地方公

共団体の長又は同種の委員会若しくは委員をして管理し及び執行させることがで

きる。 

２及び３ （略） 

 

（事務の代替執行） 

第二百五十二条の十六の二 普通地方公共団体は、他の普通地方公共団体の求めに 

応じて、協議により規約を定め、当該他の普通地方公共団体の事務の一部を、当

該他の普通地方公共団体又は当該他の普通地方公共団体の長若しくは同種の委員

会若しくは委員の名において管理し及び執行すること（以下この条及び次条にお

いて「事務の代替執行」という。）ができる。 

２及び３ （略） 

 

  cf. 公益通報者保護法を踏まえた地方公共団体の通報対応に関するガイドライン（外部

の労働者等からの通報）（平成 29 年７月 消費者庁） 

    ２．通報対応のあり方 

    （２）通報受付窓口の設置 

     ③ 人員、予算等の制約により単独で通報窓口又は相談窓口を設置することが困

難な地方公共団体にあっては、通報に関する秘密保持及び個人情報の保護に留

意した上で、他の地方公共団体と連携及び協力して事務を行う仕組み（例えば、

協議会の設置、機関等の共同設置、事務の委託又は代替執行等）を活用して通

報窓口又は相談窓口を設置することができる。 

 

 

以上 


